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そ
の
一
方
で
、
処
分
場
閉
鎖
以
前
の
地
下
水
、
大
気
あ
る
い
は
土
壌
等
へ
の
汚
染
に
対
す
る
不
安
が
適
正
な
る
環
境
の
保
持
あ

る
い
は
人
々
の
健
康
へ
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
増
し
て
い
る
。
以
下
、
地
域
住
民
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
早
急
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
て
、
質
問
す
る
。 

三 

廃
棄
物
処
理
法
第
四
条
第
三
項
に
よ
れ
ば
、
国
は
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
ず

る
責
務
を
負
う
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
が
そ
の
責
務
を
全
う
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を
負
う
。
こ
の
主

旨
は
処
分
場
跡
地
の
再
利
用
の
際
の
環
境
保
全
に
お
い
て
も
同
様
に
活
か
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。 

一 

一
般
お
よ
び
産
業
廃
棄
物
処
分
場
の
閉
鎖
の
数
値
統
計
を
厚
生
省
は
把
握
し
て
い
る
か
。 

二 

産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理
を
義
務
づ
け
た
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
、
廃
棄
物
処
理
法
と
い

う
）
の
施
行
は
一
九
七
一
年
九
月
二
四
日
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
以
前
は
廃
棄
物
処
理
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
規
制
が
行

わ
れ
て
い
た
の
か
。
処
分
場
の
開
設
が
こ
の
施
行
日
以
前
か
否
か
は
、
当
該
跡
地
に
お
け
る
環
境
汚
染
の
可
能
性
に
つ
き
差

異
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
が
、
政
府
は
こ
の
点
に
つ
き
い
か
な
る
対
処
を
さ
れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

近
年
、
一
般
お
よ
び
産
業
廃
棄
物
処
分
場
（
以
下
、
処
分
場
と
い
う
）
跡
地
の
再
利
用
が
全
国
的
に
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。 
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四 

一
例
と
し
て
、
大
阪
市
も
一
出
資
者
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
「
ユ
ー
・
エ
ス
・
ジ
ェ
イ
」
（
以
下
、
Ｕ
Ｓ
Ｊ
と

い
う
）
が
計
画
し
て
い
る
テ
ー
マ
パ
ー
ク
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ス
タ
ジ
オ
・
ジ
ャ
パ
ン
」
予
定
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染
が
表

面
化
し
て
い
る
が
、
環
境
庁
は
こ
の
件
を
承
知
し
て
い
る
か
。 

五 

一
九
七
七
年
に
大
阪
市
立
環
境
科
学
研
究
所
と
大
阪
市
環
境
部
が
同
予
定
地
に
お
い
て
行
っ
た
合
同
調
査
（
以
下
、
七
七

年
調
査
と
い
う
）
に
よ
れ
ば
、
溶
出
量
値
〇
・
〇
〇
六
ｐ
ｐ
ｍ
（
ｐ
ｈ
八
の
溶
液
・
ｐ
ｈ
六
の
溶
液
で
は
〇
・
〇
八
五
ｐ
ｐ

ｍ
）
・
含
有
量
一
二
ｐ
ｐ
ｍ
の
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
値
は
平
成
六
年
一
一
月
環
境
庁
「
重
金
属
等
に
係
る

土
壌
汚
染
調
査
・
対
策
指
針
」
（
以
下
、
指
針
と
い
う
）
に
お
け
る
「
溶
出
量
値
Ⅱ
（
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
基
準
）
」
な
い

し
「
含
有
量
参
考
値
」
を
超
過
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
環
境
庁
は
こ
の
件
を
承
知
し
て
い
る
か
。
こ
の
数
値
は
人
体
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
る
程
度
の
も
の
か
。 

六 

一
九
九
七
年
に
当
該
廃
棄
物
の
委
託
者
で
あ
り
、
ま
た
大
阪
市
と
同
様
に
Ｕ
Ｓ
Ｊ
の
一
出
資
者
で
あ
る
住
友
金
属
工
業

（
株
）
が
同
地
に
お
い
て
二
度
に
わ
た
り
行
っ
た
調
査
（
以
下
、
九
七
年
調
査
と
い
う
）
で
は
、
総
水
銀
に
つ
き
溶
出
量
値

は
最
高
〇
・
〇
〇
〇
六
ｐ
ｐ
ｍ
・
含
有
量
値
は
全
地
点
に
お
い
て
一
ｐ
ｐ
ｍ
を
下
回
っ
た
。
ま
た
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
含
有
量

試
験
に
お
い
て
も
七
七
年
調
査
の
一
二
ｐ
ｐ
ｍ
が
九
七
年
調
査
で
は
最
高
七
ｐ
ｐ
ｍ
と
大
き
く
そ
の
数
値
を
下
げ
て
い
る
。 
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五 

こ
れ
ら
の
数
値
の
差
異
は
常
識
的
に
は
誤
差
の
範
囲
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。
数
値
の
低
下
は
何
を
意
味
す

る
と
推
測
さ
れ
る
か
。 

七 

本
件
で
は
九
七
年
調
査
に
基
づ
き
、
前
記
指
針
に
い
う
「
溶
出
量
値
Ⅱ
」
を
超
過
す
る
も
の
が
な
い
と
し
て
、
「
溶
出
量

値
Ⅰ
（
環
境
基
準
値
）
」
を
上
回
る
も
の
（
鉛
・
砒
素
・
セ
レ
ン
等
）
を
含
む
汚
染
土
壌
約
一
万
五
千
ト
ン
を
大
阪
府
泉
大

津
市
沖
の
管
理
型
処
分
場
に
搬
出
す
る
と
し
て
い
る
。
七
七
年
調
査
を
念
頭
に
、
万
一
の
場
合
の
環
境
へ
の
影
響
を
考
慮
し

た
場
合
、
そ
の
搬
入
以
前
に
再
調
査
を
行
う
こ
と
が
、
前
記
責
務
を
全
う
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。 

八 

厚
生
省
お
よ
び
環
境
庁
は
前
記
再
調
査
を
行
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
健
康
と
環
境
に
多
大
な
悪
影
響
を
与
え
る
事

態
が
起
き
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
責
任
を
と
る
所
存
か
。 

九 

来
る
六
月
一
七
日
に
施
行
さ
れ
る
改
正
廃
棄
物
処
理
法
で
、
処
分
場
の
廃
止
は
従
前
の
届
け
出
制
か
ら
各
自
治
体
に
よ
る

確
認
を
受
け
る
仕
組
み
に
改
正
さ
れ
、
厚
生
省
お
よ
び
環
境
庁
は
そ
の
廃
止
基
準
を
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
聞
く
が
、

す
で
に
廃
止
さ
れ
た
処
分
場
跡
地
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
の
か
。
当
該
跡
地
を
再
利
用
す
る
際
に
何
ら
か

の
指
針
を
設
け
る
こ
と
が
住
民
の
健
康
と
安
全
を
維
持
す
る
意
味
か
ら
重
要
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。 

右
質
問
す
る
。 


